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問合先　市秘書課
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　仕事などの都合により、平日の昼間に市役所に来庁することができなかったり、電話で相談
をする時間もなかったりして、市税などの納付や相談ができずにお困りの方はいませんか。
　市は、６月から市税、水道料金・下水道使用料の夜間・休日納付相談窓口を定期的に開設す
ることにしました。納付にお困りの方は、早めにご相談ください。
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※夜間・休日窓口は開設日を増やすなど、変更することがあります。なお、毎月の開設日は、
広報や市のホームページでお知らせしています。
相談や支払いができるものとその窓口　�市税 � 税務課納税係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�水道料金・下水道使用料 � 業務課給水営業係
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問合先　市税務課納税係

　合併による行政区域の拡大に対応し、住民の意見を市政に反映させるため、北村・栗沢町地
区に設置した地域審議会の公募による委員を募集します。
委員の任期　委嘱の日から２年間
応 募 要 件　�平成２２年６月１日現在、各審議会の設置区域内に住所を有する満２０歳以上の方

（設置区域内から転居したときは失職します）
　　　　　　�年数回、平日に開催する会議に参加できる方
　　　　　　�まちづくりに関心を持ち、広い視野に立って様々な角度から意見や提言をいた

だける方
　　　　　　�行政関係者（市職員、市議会議員等）でない方
応 募 方 法　�������	
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　　　　　　　��������	
���北村支所総務課
　　　　　　　　�０６８－１２９２　岩見沢市北村赤川５９３番地１　�５６局２００１　�５５局３１７７
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���栗沢支所総務課
　　　　　　　　�０６８－０１９４　岩見沢市栗沢町東本町２１番地　�４５局２４１１　�４５局２４９０
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　　　　　　　　 �����������	�
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※応募用紙は、市ホームページからも入手できます。
報酬・交通費　規定に基づき報酬とバス賃（支所まで３�以上の方）を支給します
募 集 人 数　各地域審議会ごとに２人以内
募 集 期 限　６月２１日�まで（郵送の場合は当日の消印有効）
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問合先　市企画室




